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グループホームふるさと重要事項説明書  

（指定認知症対応型共同生活介護事業） 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業） 
＜令和元年 10 月 1 日現在＞  

 
  
１ 事業者（法人）の概要  

名 称 ・ 法 人 種 別  社会福祉法人 ふるさと  

代 表 者 名  理事長 北 島  淳 朗  

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住所）〒８５１－３５０２  

 長崎県西海市西海町川内郷１４８４番地  
（電話）０９５９－３２－０７８５  

（FAX）０９５９－３２－２０３１  

  
 
２ 事業所の概要  

事業所の名称 グループホーム ふるさと  

事 業 所 番 号   ４２７１１０１８９３  

管理者の氏名 谷上拓弥  松本憲和  

所在地・連絡先  

（住所）〒８５１－３５０２  

 長崎県西海市西海町川内郷１６８０番地  

（電話）０９５９－３２－２３２３  

（FAX）０９５９－３２－２３３３  

サービスを提供する地域   西海市  

  
 
３ 共同生活介護の目的及び運営方針  
 
 （１）目的  

社会福祉法人ふるさとが開設する「グループホームふるさと」（以下「事業所」

という）が行う指定認知症対応型共同生活介護及び、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために

人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護従業者が、認知症状を伴

う要介護または要支援状態の高齢者に対し、適正な認知症対応型共同生活介護

及び、介護予防認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。  
   

 （２）運営方針  
①指定居宅サービスに該当する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業は、認知症を伴う要介護または要支援状態等となっ
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た場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身

の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。  
②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。  

 
（３）その他  

事 項 内 容 

（介護予防）認知症対

応型共同生活介護計画

の作成及び事後評価  

計画作成担当者が、お客様の直面している課題等を評

価し、お客様の希望を踏まえて、介護従業者と協議の上、

認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応

型共同生活介護計画を作成します。  

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、そ

の結果を書面（サービス報告書）に記載してお客様に説

明のうえ交付します。  
  
 
４ 設備の概要  
 
（１）構造等  

敷 地 ２，５１２．５２㎡  

建 物  

構 造 鉄筋コンクリート１階建  

述 べ 床 面 積 ８２６．１０㎡  

利 用 定 員 １８ 名  
  
（２）居室  

居室の種類  室 数  面積（一人あたりの面積）  備 考  

１人 部 屋 １８   ２４４・３４㎡（１３・５７㎡）    
  
（３）主な設備  

設 備  室 数  面積（一人あたりの面積）  備 考  

居間/食堂/台所  ２  ７９．６４㎡（４．４２㎡）    

事務室  １  ６０．６３㎡   

トイレ  １４    

浴 室  ２     
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５ 職員の体制  

従業者の職種 
人数  
（人）  

区 分  

常勤換算

後の人数

（人）  

備 考  

常 勤

(人 ) 

非常勤

(人 ) 

専

従  

兼

務  

専

従  

兼

務  

管 理 者  ２   ２    ０．８   

計画作成担当  ２   ２     ０．４   

介  護  職  員  １５  １０  ３  ２   １３   

看護師  １    １   ０．１   

 
６ 職員の勤務体制  

従業者の職種 勤 務 体 制  

管 理 者  Ｂ（  9：00～18：00）   

介 護 職  

 

Ａ（  6：30～15：30）   Ｄ（13:00～22:00）  

Ｂ（  8：00～17：00）     夜勤（22:00～  7:00）  

Ｃ（10：00～19：00）  
  
７ サービスの内容と費用  
（１）介護保険給付対象サービス  

ア サービス内容  
食事、掃除、その他の家事等について、介護従業者がお客様のお手伝いを

します。  
種   類  内     容  

介護計画の立案  利用者に応じた介護計画を立案いたします。  

日常生活の援助  
食事、掃除などの家事や入浴、排泄のお手伝いを

行います。  

レクリエーション等  手芸クラブ・書道クラブ・ドライブ・小旅行  

相談及び援助  入所者とその家族からのご相談に応じます。  

  
イ 費用  

原則として自己負担割合に相当する額が利用者の負担額となります。  
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険

給付が行われない場合があります。その場合、料金表の利用料金全額をお支

払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証

を発行します。  
サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに
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必要となります。  
 
 
 
【料金表】令和元年 10 月１日厚生労働省告示  

要介護度  負担料（１割の場合）  

基本単価  

（1 日）  

医療連携体制

加算 (１日 ) 

サービス提供

体制強化加算  

処遇改善加

算  

特定処

遇改善  

３０日換算  

要支援２  ７４５円   １８円  ８５円  ２４円  ２６，１４１円  

要介護１  ７４９円  ３９円  １８円  ８９円  ２５円  ２７，６１４円  

要介護２  ７８４円  ３９円  １８円  ９３円  ２６円  ２８，８１３円  

要介護３  ８０８円  ３９円  １８円  ９６円  ２７円  ２９，６３４円  

要介護４  ８２４円  ３９円  １８円  ９８円  ２７円  ３０，１８３円  

要介護５  ８４０円  ３９円  １８円  １００円  ２８円  ３０，７３１円  

＜備  考＞  

※  入居から３０日間は 1 日当り３０円が初期加算として加算されます。  

※  医療機関へ１ヶ月以上入院した後、退院し再入居される場合は１日当たり３０円が初期加算と

して加算されます。  

※  医療機関へ入院し退院後も当施設への入居を望まれる場合、１ヶ月に６日を限度とし１日２４

６円が算定されます。  

※  医療連携体制加算（Ⅰ）として 1 日当たり３９円が加算されます。  

※  サービス体制強化加算（Ⅰ）イ･･･１日当たり１８円  

   （介護職員にうち、介護福祉士が６０％以上であること）  

 ※  処遇改善加算 (基本単価＋医療連携体制加算＋サービス提供体制加算 )×11.1％  

 ※  特定処遇改善加算 (基本単価＋医療連携体制加算＋サービス提供体制加算 )×3.1％ 

※ 認知症専門ケア加算･･･１日当たり３円  

（医師より認知症老人日常生活自立度がⅢ～Ｍと判定された方）  

※  若年性認知症利用者受け入れ加算･･･１日当たり１２０円  

   （認知症と診断された６５歳未満の方）  

※  栄養スクリーニング加算･･･１回５円  

   （栄養スクリーニングを行い計画作成担当者と情報を文書で共有した場合）  

※  その他、ご利用者の状況によって、看取り介護加算（死亡日以前３０日を上限として死亡月に

加算：１日当たり１４４円）や退居時相談援助加算（グループホームを退居し、居宅サービス

や他の地域密着型サービスを利用する場合の相談支援：１回４００円）が生じる場合がありま

す。  

※短期利用（ショートステイ）の場合  

一つの共同生活住居（ユニット）につき定員の枠内で１名を限度として、あらかじめ３０日以内の期

間定めてサービス提供を行なった場合に算定する。  

要介護度  

負担料（１割の場合）  

基本単価  

（1 日）  

医療連携体制

加算 (１日 ) 

サービス提供

体制強化加算  

処遇改善加

算  

特定処

遇改善  

３０日換算  

要支援２  ７７３円   １８円  ８８円  ２４円  ２７，１００円  

要介護１  ７７７円  ３９円  １８円  ９３円  ２６円  ２８，５７３円  

要介護２  ８１３円  ３９円  １８円  ９７円  ２７円  ２９，８０６円  
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要介護３  ８３７円  ３９円  １８円  ９９円  ２８円  ３０，６２８円  

要介護４  ８５３円  ３９円  １８円   １０１円  ２８円  ３１，１７６円  

要介護５  ８６９円  ３９円  １８円   １０３円  ２９円  ３１，７２５円  

 
 
【料金表】令和元年１０月１日厚生労働省告示  

要介護度  

負担料（２割の場合）  

基本単価  

（1 日）  

医療連携体制

加算 (１日 ) 

サービス提供

体制強化加算  

処遇改善加

算  

特定処

遇改善  
３０日換算  

要支援２  １ ,４９０円   ３６円  １６９円  ４７円  ５２，２８１円  

要介護１  １ ,４９８円  ７８円  ３６円   １７９円  ５０円  ５５，２２７円  

要介護２  １ ,５６８円  ７８円  ３６円  １８７円  ５２円  ５７，６２５円  

要介護３  １ ,６１６円  ７８円  ３６円  １９２円  ５４円  ５９，２７０円  

要介護４  １ ,６４８円  ７８円  ３６円  １９６円  ５５円  ６０，３６６円  

要介護５  １ ,６８０円  ７８円  ３６円  １９９円  ５６円  ６１，４６２円  

＜備  考＞  

※  入居から３０日間は 1 日当り６０円が初期加算として加算されます。  

※  医療機関へ１ヶ月以上入院した後、退院し再入居される場合は１日当たり６０円が初期加算と

して加算されます。  

※  医療機関へ入院し退院後も当施設への入居を望まれる場合、１ヶ月に６日を限度とし１日４９

２円が算定されます。  

※  医療連携体制加算（Ⅰ）として 1 日当たり７８円が加算されます。  

※  サービス体制強化加算（Ⅰ）イ･･･１日当たり３６円  

   （介護職員にうち、介護福祉士が６０％以上であること）  

 ※  処遇改善加算 (基本単価＋医療連携体制加算＋サービス提供体制加算 )×11.1％  

 ※  特定処遇改善加算 (基本単価＋医療連携体制加算＋サービス提供体制加算 )×3.1％ 

※ 認知症専門ケア加算･･･１日当たり６円  

（医師より認知症老人日常生活自立度がⅢ～Ｍと判定された方）  

※  若年性認知症利用者受け入れ加算･･･１日当たり２４０円  

   （認知症と診断された６５歳未満の方）  

※  栄養スクリーニング加算･･･１回１０円  

   （栄養スクリーニングを行い計画作成担当者と情報を文書で共有した場合）  

その他、ご利用者の状況によって、看取り介護加算（死亡日以前３０日を上限として死亡月に加算：

１日当たり２８８円）や退居時相談援助加算（グループホームを退居し、居宅サービスや他の地域密

着型サービスを利用する場合の相談支援：１回８００円）が生じる場合があります。  

※短期利用（ショートステイ）の場合  

一つの共同生活住居（ユニット）につき定員の枠内で１名を限度として、あらかじめ３０日以内の期

間定めてサービス提供を行なった場合に算定する。  

要介護度  

負担料（２割の場合）  

基本単価  

（1 日）  

医療連携体制

加算 (１日 ) 

サービス提供

体制強化加算  

処遇改善加

算  

特定処

遇改善  
３０日換算  

要支援２  １ ,５４６円   ３６円  １７６円  ４９円  ５４，１９９円  

要介護１  １，５５４円  ７８円  ３６円  １８５円  ５２円  ５７，１４５円  
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要介護２  １ ,６２６円  ７８円  ３６円  １９３円  ５４円  ５９，６１２円  

要介護３  １ ,６７４円  ７８円  ３６円  １９８円  ５５円  ６１，２５７円  

要介護４  １ ,７０６円  ７８円  ３６円  ２０２円  ５６円  ６２，３５４円  

要介護５  １ ,７３８円  ７８円  ３６円  ２０６円  ５７円  ６３，４４９円  

 
 
【料金表】令和元年１０月１日厚生労働省告示  

要介護度  

負担料（３割の場合）  

基本単価  

（1 日）  

医療連携体制

加算 (１日 ) 

サービス提供

体制強化加算  処遇改善加算  
特定処遇

改善  
３０日換算  

要支援２  ２，２３５円   ５４円  ２５４円  ７１円  ７８，４２１円  

要介護１  ２，２４７円  １１７円  ５４円  ２６８円  ７５円  ８２，８４１円  

要介護２  ２，３５２円  １１７円  ５４円  ２８０円  ７８円  ８６，４３８円  

要介護３  ２，４２４円  １１７円  ５４円  ２８８円  ８０円  ８８，９０４円  

要介護４  ２，４７２円  １１７円  ５４円  ２９３円  ８２円  ９０，５４９円  

要介護５  ２，５２０円  １１７円  ５４円  ２９９円  ８３円  ９２，１９４円  

＜備  考＞  

※  入居から３０日間は 1 日当り９０円が初期加算として加算されます。  

※  医療機関へ１ヶ月以上入院した後、退院し再入居される場合は１日当たり９０円が初期加算と

して加算されます。  

※  医療機関へ入院し退院後も当施設への入居を望まれる場合、１ヶ月に６日を限度とし１日７３

８円が算定されます。  

※  医療連携体制加算（Ⅰ）として 1 日当たり１１７円が加算されます。  

※  サービス体制強化加算（Ⅰ）イ･･･１日当たり５４円  

   （介護職員にうち、介護福祉士が６０％以上であること）  

 ※  処遇改善加算 (基本単価＋医療連携体制加算＋サービス提供体制加算 )×11.1％  

 ※  特定処遇改善加算 (基本単価＋医療連携体制加算＋サービス提供体制加算 )×3.1％ 

※ 認知症専門ケア加算･･･１日当たり９円  

（医師より認知症老人日常生活自立度がⅢ～Ｍと判定された方）  

※  若年性認知症利用者受け入れ加算･･･１日当たり３６０円  

   （認知症と診断された６５歳未満の方）  

※  栄養スクリーニング加算･･･１回１５円  

   （栄養スクリーニングを行い計画作成担当者と情報を文書で共有した場合）  

※その他、ご利用者の状況によって、看取り介護加算（死亡日以前３０日を上限として死亡月に加算：

１日当たり４３２円）や退居時相談援助加算（グループホームを退居し、居宅サービスや他の地域密

着型サービスを利用する場合の相談支援：１回１,２００円）が生じる場合があります。  

※短期利用（ショートステイ）の場合  一つの共同生活住居（ユニット）につき定員の枠内で１名を

限度として、あらかじめ３０日以内の期間定めてサービス提供を行なった場合に算定する。  

要介護度  

負担料（３割の場合）  

基本単価  

（1 日）  

医療連携体制

加算 (１日 ) 

サービス提供

体制強化加算  
処遇改善加算  

特定処遇

改善  
３０日換算  

要支援２  ２，３１９円   ５４円  ２６３円  ７４円  ８１，２９９円  

要介護１  ２，３３１円  １１７円  ５４円  ２７８円  ７８円  ８５，７１９円  
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要介護２  ２ ,４３９円  １１７円  ５４円  ２９０円  ８１円  ８９，４１８円  

要介護３  ２ ,５１１円  １１７円  ５４円  ２９８円  ８３円  ９１，８８５円  

要介護４  ２ ,５５９円  １１７円  ５４円  ３０３円  ８５円  ９３，５３０円  

要介護５  ２ ,６０７円  １１７円  ５４円  ３０８円  ８６円  ９５，１７５円  

（２）介護保険給付対象外サービス  
利用料の全額を負担していただきます。  
種  類  内 容  利 用 料  

管理費  
部屋代・水道光熱費を含む管理として徴

収いたします。  

１日につき  

１，０００円  

食材料費  

栄養のバランスと楽しい食事が出来るメ

ニューにて提供します。（おやつを含みま

す）  

朝食 ２００円  

昼食 ４００円  

夕食 ４００円  

理美容  
理美容免許有資格者による理美容サービ

スを利用いただけます。  

１回につき  

１，５００円  

レクリエーション  

行事  

主なレクリエーション行事  

近隣観光地（HTB など）等への小旅行  

※参加されるか否かは任意です。  

実費をご負担いた

だきます  

健康管理  
結核検診、インフルエンザなどの予防接

種など健康管理にかかる費用です。  

実費をご負担いた

だきます  

おむつ代他  
おむつやパッドを使用される方にかかる

費用です。  

実費をご負担いた

だきます  

  
○ その他の費用  

食材料費その他認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活

介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、お客様に負担させることが適当と認められる費用は、

お客様の負担となります。  
 
８ 利用料等のお支払方法  

 毎月、２０日までに「７ サービスの内容と費用」に記載の金額を基に算定し

た前月分の利用料等を利用料明細書により請求いたしますので、当月末日までに

下記の方法でお支払いください。  
 

１ )指定する口座へのお振り込み  
  
   親和銀行大串支店  
    普通預金（口座番号 ３０５０５２９）  
    口座名義 グループホームふるさと  
    ※入金確認後、領収証を発行します。  
   
  ２ )口座引落  
  ３ )現金にて事務所へ支払い  
   



  8 

  ＊利用料金は、暦月による利用料金の合計額を翌月に毎月お支払い下さい。尚、

利用期間が 1 ヶ月に満たない期間を利用した場合は、日割り計算にて算出いたし

ます  
 
  
 
９ 苦情相談窓口  
  ※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。  

当事業所お客様相談窓口  

窓口責任者 施設長 永野 修  

ご利用時間 9：00～18：00 

ご利用方法 電 話（0959－32－2323）  

      面 接（当事業所相談室）  

      苦情箱（玄関に設置）  
 

※次の公的機関において苦情申し出ができます。  
   

○西海市保健福祉部長寿介護課  
      西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２７８－１  
      電  話：0959-37-0024 
           受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）  
 

○西海市社会福祉協議会  
      西海市西海町黒口郷 1477-1 
           電  話：0959-29-4081 
      受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）  
 

○長崎県福祉保健部長寿社会課  
      長崎市尾上町３－１  
      電  話：095-895-2431 

受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）  
 

○国民健康保険団体連合会  
      長崎市今博多町 8 番地 2 
           電  話：095-826-7291 
           受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）  
 
  ※苦情処理第三者委員  
   公平中立な立場で苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。  
 
   ○ふ る さ と 家 族 会 会 長 福浦 敏  電話：0959-32-0359 

○西 海 市 長 寿 介 護 課 課 長 浦上友子  電話：0959-37-0024 
○西海市社会福祉協議会会長 宮崎正宏  電話：0959-29-4081 

 
１０ 運営推進会議の設置 

事業者は、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の

提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告すると共に、その内容

等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置
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しています。 

・構成：利用者ご家族代表、民生委員、地域包括支援センター職員等  

・開催：概ね年６回開催 

・議事録：内容・評価・要望・助言等について記録作成し開示 

 
 
１１ 緊急時の対応  

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合などには、速やかに主治医や

協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。  
 
 
１２ 事故発生時の対応と賠償責任について  

 サービス事業により事故が発生した場合には、家族、市町村、関係医療機関

等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処

置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

ただし、損害の発生について利用者様に故意、または過失が認められた場合、

利用者様の心身の状況を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施

設の損害賠償責任を減じさせていただきます。  
 
 
１３ 衛生管理について  

事業所の設備、備品等については消毒等の衛生管理を徹底し、空調設備によ

り適切な温度管理を行います。  
また、利用者、職員ともに手洗い、うがいを励行し、感染予防の徹底に努め

ます。  
 
 
１４ 守秘義務に関する対策  

事業者及び従業員は、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保守します。

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業員との雇用契

約の内容としています。  
 
 
１５ 利用者の尊厳  

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し従業員教育

を行います。  
 
 
１６ 虐待防止に関する対策  

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。  
（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施  
（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備  
（３）その他虐待防止のために必要な措置  

 
 
１７ 身体拘束の禁止  

原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束し

ます。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事

前に利用者及び家族へ十分な説明をし、同意を得ます。また、身体的拘束等適
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正化検討委員会を開催し予防対策に努めるとともに、定期的に研修を行い、介

護職員その他の職員に周知徹底を図ります。  
 
 
 
 
 
 

１８ 非常災害時の対策  
 

非常時の対応  
別途定める「グループホームふるさと消防計画」にのっ

とり対応を行います。  

避難訓練及び  

防災設備  

 別途定める「グループホームふるさと 消防計画」にの

っとり年２回以上夜間及び昼間を想定した避難訓練を、入

居の方も参加して行います。  

設備名称  個数等  設備名称  個数等  

スプリンクラー  77 個所  非常通報装置  あり  

避難路  6 個所  屋内消火栓  なし  

自動火災報知機  あり  ガス漏れ探知機  あり  

誘導灯  8 個所  熱・煙感知器  44 箇所  

 カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用していま

す。  

消防計画等  
佐世保東消防署への届出日：平成１５年１１月２１日  

防火管理者：大石方也  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１９ 協力医療機関等  
 

①医療機関の名称 金森医院  

院長名 金森 頼和  

所在地 西海市西海町川内郷 1250 番地  

診療科 内科  

②医療機関の名称 たいら医院  

院長名 平 稔  

所在地 西海市西海町木場郷 528 番地 2 

診療科 内科・外科  

③医療機関の名称 真珠園療養所  

院長名 藤丸 浩輔  

所在地 西海市西彼町八木原郷 3453-1 

診療科 精神科・内科・外科・皮膚科  

④医療機関の名称 田中医院  

 院長名 田中 純智男  

 所在地 西海市西海町黒口郷 1491 

 診療科 内科、小児科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科  

⑤医療機関の名称 杏林病院  

 院長名 奥川 信治  

 所在地 佐世保市早苗町 491-14 

 診療科  

⑥医療機関の名称 福田外科  

 院長名 福田 俊郎  

 所在地 佐世保市藤原町 38-3 

 診療科 胃腸科、外科、整形外科、婦人科、リハビリテーショ

ン科、放射線科、麻酔科 

⑦医療機関の名称 大串歯科医院  

院長名 大串 博  

所在地 佐世保市日宇町６７８－３  

診療科 歯科  

⑧医療機関の名称 田中医院  
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 院長名 田中 雅子  

 所在地 佐世保市本島町２－１１  

 診療科 皮膚科  
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２０ 住居の利用にあたっての留意事項  
 

来訪・面会  

面会時間の制限はありませんが、夜間（21:00～翌 6:00）

は防犯上施錠しますので、その間の来訪は予めご連絡くだ

さい。来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

来訪者が宿泊される場合には、必ず許可を得てください。 

外出・外泊  
外出・外泊の際には、必ず行く先と帰宅日時、食事の有無

を職員に申し出てください。  

居室・設備・器具  

の利用  

住居内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用く

ださい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、

弁償していただく場合があります。  

喫  煙  決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。  

迷惑行為等  

騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮ください。  

また、むやみに他の入居者の居室等に立ち入らないでくだ

さい。  

所持金品の管理  所持金品は、自己の責任で管理してください。  

宗教活動・政治活動  
住居内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治

活動はご遠慮ください。  

動物飼育  住居内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。  
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 当事業者は、重要事項説明書に基づいて、認知症対応型共同生活介護（介護予防認

知症対応型共同生活介護）のサービス内容及び重要事項の説明をしました。  
 
 
令和  年  月  日  
 
     

説明者   職  名   
 

          氏  名                   印  
  
 

私は、重要事項説明書に基づいて、認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対

応型共同生活介護）のサービス内容及び重要事項の説明を受けました。  
 
  
令和  年  月  日  
  
 

利用者   住  所  
 

氏  名                    印  
      

代理人（選任した場合）   
住  所  

  
氏  名                    印  

 
    身元引受人  

住  所  
  

氏  名                    印  
 


